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平成 29 年度後期定期監査の結果に基づき講じた措置について（公表） 

 

 

 平成 29 年度後期定期監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考とし

て講じた措置について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 12

項の規定により、那覇市長及び那覇市上下水道事業管理者から通知があったの

で、別添のとおり公表します。 

 



平 成 29年度 後期 定期監 査の 結果 に基づ き講 じた 措置 につい て  

 

市 民文 化部  

○ 文化 振興 課  

 

指 定管 理に 関する 基本 協定 の締結 につ いて （是 正事 項）  

指定管理者 制度を導 入してい る那覇 市パ レット市民 劇場及び 那覇市民 ギャラリ

ーの新たな 指定管理 者（指定管理 期間  平 成 28 年４月１日から 平成 31 年３月 31

日まで）の 指定に向 け、平成 27 年７ 月に 募集を行っ たところ 、一団体 から応募 が

あった。そ の後、同 年９月の 選定委員 会 において同 団体を指 定管理予 定候補者 と

して選定し 、同年 12 月の市 議会での 議決 を経て、平成 28 年 １月に当 該候補者 を

正式に指定 管理者と して指定 したこと か ら、同年３月末 日までに 基本協定（以 下、

「本協定」 という。） を締結す べきで あっ た。    

しかし、本 協定を締 結するに 当たり 、指 定管理者か ら仕様に ついて要 望があっ

たことから 、その調 整に日数 を要し、 ３ 月末日まで の締結が 困難とな った。   

そのため、 同日に仮 協定を締 結し、 募集 要項、仕様 書のとお り施設の 管理は行

われたもの の、本協 定の締結 は同年 10 月 26 日となった。  

本協定の締 結が約７ か月遅れ たこと は、 施設の健全 な管理運 営に支障 を及ぼす

懸念があっ た。指定 管理者制 度に関す る 運用指針及 び募集要 項に基づ き手続き を

適正になさ れたい。   

 

□  是正事 項に関す る措置  

今回の是正 事項を踏 まえ、今 後、指 定管 理者を公募 する際は 、応募者 に対し、

特に注意す べき事項 や誤解が 生じやす い 事項につい て、指定 管理者公 募に係る 手

引書等を整 え、公募 期間内に 応募者が 、 仕様書を十 分に理解 したうえ で応募す る

ことができ るよう努 めて参り ます。  

 

○ 出納 室  

 

那 覇市 歳入 金の内 容を 外部 記憶媒 体に 収録 する 業務 委託契 約に つい て  

(注意 事項 ) 

那覇市歳入 金の内容 を外部記 憶媒体 に収 録する業務 委託契約 第７条は 「甲及び

乙は、委託 業務を適 正に処理 するため 、 それぞれの 職員のう ちから電 算管理担 当

者を定め、そ れぞれ 相手方に その氏名 を通 知するもの とする。」と規定し ているが 、

当該通知が されてい ない。  

当該委託業 務は、市 税、使用 料等の 那覇 市歳入金の 内容を電 子計算機 の外部記

憶媒体に収 録するも のであり 、契約者 双 方における 管理担当 者の通知 は、関連 す

る業務の内 容及びそ れぞれの 責任の所 在 等を明確に する上で 重要であ る。  

契約事務の 執行に当 たっては 、契約 内容 を遵守し適 切な事務 処理に努 められた

い。  

 

□  注意事 項に関す る措置  

那覇市歳入 金の内容 を外部記 憶媒体 に収 録する業務 委託契約 について は、実際

の状況に照 らし、契 約条項を 見直しま し た。  

今後は、契 約内容を 遵守し適 切な事務 処 理に努めて まいりま す。  



上 下水 道局  

○ 総務 課  

 

那 覇市 上下 水道局 庁舎 警備 及び電 話受 付業 務委 託契 約につ いて (注意 事項 ) 

那覇市個人 情報保護 条例施行 規則第 17 条 は、個人情 報を取扱 う業務を 委託し よ

うとすると きは、当 該受託者 と締結す る 個人情報の 処理に関 する契約 において 、

次に掲げる 同規則第 １号から 第８号ま で の条件を付 するもの と規定し ている。  

しかし、那 覇市上下 水道局庁 舎警備 及び 電話受付業 務委託契 約第６条 は、個人

情報の漏え い防止の みを規定 しており 、 必要な条件 を付して いない。  

個人情報を 取扱う契 約の締結 に当た って は、同規則 に定める 条件を付 し、適切

な個人情報 保護に努 められた い。  

 

□  注意事項に 関する措 置  

個人情報を 取扱う業 務委託に おいて 必要 な条件を付 していな いことに つきまし

て、本業務 委託契約 書中第 14 条 (契約 外の 事項 )の規定 に基づき 当該受託 者と協 議

を行い、平成 30 年３月 27 日付け、那 覇市 個人情報保 護条例第 29 条及び 那覇市 個

人情報保護 条例施行 規則第 17 条の規 定 に基づく条 件を明記 した個人 情報の取 扱

いを定める 特約を締 結いたし ました。  

 

※  那覇市上下水道 局庁舎 警備及び 電話 受付業務委 託契約書  

(契約外の事 項 ) 

第 14 条  この契約に 定めのな い事項 及び この契約の 事項に疑 義が生じ た場合は 、発

注者と受注 者とが協 議のうえ 定めるも の とする。  

 

○ 料金 サー ビス課  

 

量 水 器 取 替 え 業 務 委 託 契 約 及 び 水 道 メ ー タ ー 検 針 業 務 委 託 契 約 に つ い て                      

（ 注意 事項 ）  

那覇市個人 情報保護 条例施行 規則第 17 条 は、個人情 報を取扱 う業務を 委託し よ

うとすると きは、当 該受託者 と締結す る 個人情報の 処理に関 する契約 において 、

次に掲げる 同規則第 １号から 第８号ま で の条件を付 するもの と規定し ている。  

しかし、量 水器取替 え業務委 託契約 及び 水道メータ ー検針業 務委託契 約第６条

は、それぞ れ個人情 報の漏え い防止の み を規定して おり、必 要な条件 を付して い

ない。個人 情報を取 扱う契約 の締結に 当 たっては、 同規則に 定める条 件を付し 、

適切な個人 情報保護 に努めら れたい。  

 

□  注意事項に 関する措 置  

  指摘事 項のとお り今契約 において 個 人情報の特 約の不備 があった ので、こ れ を  

 是正し、 次期契約 から、適 切な個人 情 報保護に努 めます。  

  まず、 量水器取 替え業務 委託契約 に ついては、 平成 30 年度の契約 に際し 、那     

 覇市個人 情報保護 条例施行 規則第 17 条 に定める条 件を付し て契約い たします 。   

  また、 水道メー ター検針 業務委託 契 約について は、平成 30 年度の 契約（ 平成      

 30 年３月 23 日契 約）から個 人情報の 取 扱いを定め る特約を 付して契 約しまし た 。  

  

 



○ 水道 工務 課  

 

設 計積 算Ｃ ＡＤシ ステ ムの 効果等 の検 証に つい て (要 望事 項 ) 

設計積算Ｃ ＡＤシス テムは、水道 工事の平 面・縦 断設計、図面 作成、数量計 算、

積算業務を 一連で行 うシステ ムとして 、平 成 18 年度に導入し、操作性 、水道施 設

情報管理シ ステムと の互換性 などから 毎 年、保守及 び改訂業 務を行い ながら現 在

に至るまで 使用して いる。  

平成 28 年度は、保守業務 委託料 496,800 円、及び 歩掛改訂 業務委託料 864,000

円を支出し ている。  

当該システ ムは、導 入後一定 期間経 過し ており、維 持管理に 係る経済 性、並び

に効果的・ 効率的な 新たなシ ステム導 入 など多様な 視点で検 証された い。  

 

□  要望事項に 関する措 置  

設計積算Ｃ ＡＤシス テムは、 10 年以 上保 守点検しな がら使用 してきま したが、

長期間経過 している ことから 、今年度 は 、那覇市上 下水道局 監督・検 査に関す る

技術等検討 委員会設 置要綱に 基づき、 工 事積算シス テムの安 全性、操 作性、保 守

及び費用対 効果など 、新たな システム 導入 の可能性に ついて検 討してま いります 。 

 

 

 

 

 
 


